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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれていない。 

２ 第61期連結会計年度、第62期中間連結会計期間及び第62期連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益については、潜在株式がないため、記載していない。 

３  第62期中間連結会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を

適用している。 

回次 第61期中 第62期中 第63期中 第61期 第62期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 (百万円) 145,179 147,089 169,480 289,685 299,460 

経常利益 (百万円) 3,858 5,291 6,062 9,601 11,959 

中間（当期）純利益 (百万円) 2,077 2,492 3,534 4,790 5,404 

純資産額 (百万円) 20,545 37,697 47,906 28,567 42,108 

総資産額 (百万円) 384,676 394,261 416,083 389,541 398,019 

１株当たり純資産額 (円) 65.77 102.64 114.33 85.84 114.66 

１株当たり中間 

（当期）純利益金額 
(円) 6.78 6.80 9.62 15.28 14.73 

潜在株式調整後 

１株当たり中間 

（当期）純利益金額 

(円) 6.24 ― 8.77 ― ― 

自己資本比率 (％) 5.3 9.6 10.1 7.3 10.6 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 14,690 15,657 18,454 25,915 27,081 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △3,251 △12,971 △2,701 △5,845 △16,647 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △9,894 △2,669 △11,281 △17,480 △12,229 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

(百万円) 9,288 10,572 13,159 10,250 8,880 

従業員数 (人) 5,667 5,771 5,304 5,689 5,267 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には消費税等は含まれていない。 

２ 提出会社の１株当たり情報については、第五号様式記載上の注意(4)ｂただし書に基づき省略している。 

回次 第61期中 第62期中 第63期中 第61期 第62期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 (百万円) 96,916 96,632 112,144 192,160 195,878 

経常利益 (百万円) 3,187 4,207 4,196 7,118 7,958 

中間（当期）純利益 (百万円) 2,157 2,465 1,731 2,468 3,135 

資本金 (百万円) 15,986 20,211 20,211 17,278 20,211 

発行済株式総数 (千株) 312,551 367,567 367,567 333,067 367,567 

純資産額 (百万円) 32,065 43,066 45,093 35,485 44,582 

総資産額 (百万円) 305,415 310,798 347,840 307,817 323,936 

１株当たり中間 

（年間）配当額 
(円) ― ― ― 2.50 3.00 

自己資本比率 (％) 10.5 13.9 13.0 11.5 13.8 

従業員数 (人) 2,267 2,312 2,382 2,276 2,342 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当連結グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はない。また、事業の内容に影響を与えるような主要な関係会社に異動はない。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において重要な関係会社の異動はない。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 「共通」として、記載している従業員数は、特定の事業部門に区別できない管理部門等に所属しているもので

ある。 

(2）提出会社の状況 

(3）労働組合の状況 

 提出会社の従業員は、住友軽金属労働組合に、その他の各社においては、それぞれ各社における労働組合に主に

属しており、組合の活動方針は穏健で、会社と円満な労使関係を持続している。 

  平成18年９月30日現在

事業部門 従業員数（人） 

アルミ圧延品部門 2,282 

伸銅品部門 779 

エンジニアリング事業部門他 2,092 

共通 151 

合計 5,304 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 2,382 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間の業績は、アルミ及び銅の地金価格の上昇に伴なう販売価格の上昇により、売上高は

169,480百万円と前年同期比15.2％の増加となった。 

 損益面においても、地金市況の上昇による地金精錬子会社の収益向上などにより経常利益6,062百万円と前年同

期比14.6％、中間純利益3,534百万円と前年同期比41.8％の大幅な好転となった。 

 事業部門別の営業の概況は次の通りである。 

(a）アルミ圧延品部門 

 主力需要分野である飲料缶向けは前年同期並の水準にとどまったものの、自動車を中心とした輸送材料関連及

び電子・情報通信関連需要などが引き続き堅調だったことから、需要全体としては対前年同期比で増加した。 

 さらに、原材料価格の上昇に伴う製品価格の上昇が大きく影響したことにより、当中間連結会計期間のアルミ

圧延品部門の売上高は、86,449百万円となり、前年同期比8.2％の増加となった。 

(b）伸銅品部門 

 主力需要分野であるエアコン向けにおいて前年同期を上回ったことから、需要は増加した。 

 さらに、銅地金価格の上昇に伴って製品価格が大幅に上昇したことから、当中間連結会計期間の伸銅品部門の

売上高は、36,255百万円となり、前年同期比63.5％の大幅な増加となった。 

(c）エンジニアリング事業部門他 

 景気の全般的な回復傾向を受けて、需要は堅調に推移した。 

 この結果、当中間連結会計期間のエンジニアリング事業部門他の売上高は、46,774百万円となり、前年同期比

3.9％の増加となった。 

 なお、当連結グループはアルミ・銅等の非鉄金属及びその合金の圧延品並びに加工品の製造・販売を行ってお

り、単一セグメントとなっているため、アルミ圧延品部門、伸銅品部門、エンジニアリング事業部門他の３事業部

門に区分して記載している（以下、同様。）。 

 所在地別セグメントの業績は、次の通りである。 

日本 

 原材料価格の上昇に伴う製品価格の上昇を主因として、売上高は162,260百万円（前年同期比13.0％増）とな

った。一方、損益面では、コスト削減に努めたものの原油などのエネルギー価格の上昇の影響を補いきれず、営

業利益は、7,034百万円（同7.4％減）となった。 

豪州 

 地金市況上昇の影響等により、営業利益は、1,120百万円（同107.9％増）となった。 

 なお、前連結会計年度下半期より外部顧客に対する売上高を計上している。 

その他の地域 

 原材料価格の上昇に伴う製品価格の上昇及びエアコン向け需要等が好調であったことから、売上高は5,078百

万円（同44.2％増）と大幅に好転し、また、営業利益も628百万円となり、前年同期と比べて663百万円の好転と

なった。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末の連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ、4,279百万円増加し、13,159百万円となった。 

 当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりである。 

(a）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果、得られた資金は18,454百万円と前中間連結会計期間と比べ、2,797百万円（17.9％）増加し

た。これは、中間期末日が休日であったことにより仕入債務が増加したこと等によるものである。 

(b）投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果、使用した資金は2,701百万円と前中間連結会計期間と比べ、10,270百万円（79.2％）の減少

となった。これは、有形固定資産の取得による支出が減少したことを主因とするものである。 

(c）財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果、使用した資金は11,281百万円と前中間連結会計期間と比べ、8,611百万円（322.5％）の増加

となった。これは、借入金の返済を進めたこと等によるものである。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりである。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれていない。 

(2）受注状況 

 当中間連結会計期間における受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりである。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれていない。 

事業部門 金額（百万円） 前年同期比増減（％） 

アルミ圧延品部門 73,211 8.6 

伸銅品部門 33,901 77.9 

エンジニアリング事業部門他 24,597 △2.8 

合計 131,710 17.8 

事業部門 受注高（百万円） 
前年同期比増減 
（％） 

受注残高 
（百万円） 

前年同期比増減 
（％） 

アルミ圧延品部門 91,700 8.6 35,796 70.5 

伸銅品部門 38,267 81.7 10,763 102.1 

エンジニアリング事業部門他 33,206 17.1 11,612 17.0 

合計 163,175 21.9 58,171 60.5 



(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１ 上記の金額には消費税等は含まれていない。 

２ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりである。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれていない。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はない。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。 

５【研究開発活動】 

１．役割 

 当連結グループにおける技術開発の中心的な部門として研究開発センターがその役割を担っている。 

 研究開発センターでは各事業部、関連会社からの要請に基づき、生産技術、製品開発に関わる課題全般に取り組

んでいる。 

 また需要家の最新のニーズに積極的に応えるため、従来より一層密接な連携のもとで、近年ますます変化する開

発課題に取り組んでいる。 

 その課題は、日本国内だけでなく世界的にも変容・進歩が著しい材料開発、更に環境問題に即した生産技術のレ

ベルアップや品質の向上など多岐にわたっている。 

２．方針 

 研究開発センターでは、約200名の要員が在籍し、次のミッションを掲げて活動している。 

(1）事業戦略で決めた技術開発課題において、ナンバーワン、オンリーワンを目指す 

(2）経営に貢献できる攻めの技術開発を行い、当社製品の市場及びシェアを拡大し、競争力強化を目指す 

(3）材料組織の制御による高品質材料の開発を目指す 

(4）グループ関連会社の研究開発を担い、それぞれの会社の特性を活かした技術開発に貢献する 

(5）次世代を担う技術者の確保と育成を図る 

 次世代に適応する新技術、新材料・新製品の開発にも意欲的に取り組み、各分野でナンバーワン、オンリーワン

の製品・技術の創生と確立を目指し努力をしている。 

３．組織 

 研究開発センターには、100名強の技術研究員と100名弱の補助員が従来は四部16室に分かれて活動していたが、

平成16年１月に室制を廃止、研究課題中心のグループ・チーム制とし、より柔軟で機能的な組織に変更をしてい

る。 

事業部門 金額（百万円） 前年同期比増減（％） 

アルミ圧延品部門 86,449 8.2 

伸銅品部門 36,255 63.5 

エンジニアリング事業部門他 46,774 3.9 

合計 169,480 15.2 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

住友商事㈱ 35,434 24.1 34,830 20.6 



４．研究開発費用 

 当中間連結会計期間における研究開発センターの費用総額は1,224百万円であり、事業部門毎の研究状況および

研究開発費用は次の通りである。 

アルミ圧延品部門 

(1）アルミ板事業 

 当社事業の中核であるアルミ板部門は、アルミ缶およびキャップ向けなどの容器用アルミ板、エアコン向け

アルミ板、印刷用アルミ板、電解コンデンサー用高純度箔向けアルミ板等について、生産効率の向上と製造コ

スト低減および需要家の満足度向上のための技術研究に注力している。 

 また自動車向け材料として熱交換器用、車体用としてのアルミ板の開発にも重点を置き、需要拡大のための

研究を進めている。 

(2）アルミ押出事業 

 アルミ板事業と並ぶ当社の中核事業として、アルミ形材・管・棒製品に関わる研究開発にも力を注いでい

る。 

 新規の需要に向けたアルミ合金材料の開発や、自動車など車両向けの加工技術の提案と実用化に積極的に取

り組んでいる。 

 需要家の満足度向上のため、多角的な視野から研究活動を進めている。 

 アルミ圧延品部門に係わる当中間連結会計期間の研究開発費は、867百万円である。 

伸銅品部門 

 伸銅品事業のうち、発電所復水器用銅合金管については、チタンとの二重管、防食塗装管（ＡＰＦ）を含め、

その使用方法、管理方法に至るまでを総合技術として、継続的に調査研究し、需要家への技術指導、サービスを

行っている。 

 エアコン用銅管については、その伝熱性能を向上させるための研究開発に重点を置き、需要家との連携を強化

してより一層の高性能省エネ型エアコンの開発、量産に大きく貢献している。 

 また、建築配管用には、樹脂被覆管の品質向上のための技術研究をはじめ、耐腐食性を格段に向上させた内面

錫メッキ銅管（ＳＴＣ銅管）のコストダウンとそれを利用した商品の開発のための技術研究、普及のための技術

ＰＲ活動などを精力的に進めている。 

 伸銅品部門に係わる当中間連結会計期間の研究開発費は、154百万円である。 

エンジニアリング事業部門他 

 当連結グループ全体への製造・生産技術の支援をはじめ、環境への対応として工場から排出される排ガス、排

水、廃油等の分析および回収・再利用技術の研究を進めている。 

 また経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構からの研究補助金を受けて自動車軽量化を目的とした

高成形性材料開発及び低温接合技術開発などに取り組んでいる。 

 エンジニアリング事業部門他に係わる当中間連結会計期間の研究開発費は、203百万円である。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等についての計画はない。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）   提出日現在の発行数には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 

          発行された株式数は、含まれていない。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次の通りである。 

  平成18年４月７日取締役会決議 

  2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 

  （注）   本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の金額の償還に代えて、当該本新 

           株予約権の行使に際して払込をなすべき額の金額の払込とする請求があったものとみなす。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 960,000,000 

計 960,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月25日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 367,567,811 367,567,811 

東京証券取引所 

市場第１部 

大阪証券取引所 

市場第１部 

― 

計 367,567,811 367,567,811 ― ― 

 
中間会計期間末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,000 3,000 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式    同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 35,545,023 35,545,023 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 5,000,000 5,000,000 

新株予約権の行使期間 
平成18年５月８日～ 

平成23年４月11日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価額及び資本組入額（円） 

 発行価額         422 

 資本組入れ額     211 
 同左 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使は

できないものとする。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当なし 同左 

代用払込みに関する事項 該当なし  同左  

新株予約権付社債の残高（百万円） 15,000 15,000 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成18年4月1日～ 

平成18年9月30日 
― 367,567,811 ― 20,211 ― 5,902 



(4）【大株主の状況】 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が79,000株（議決権79個）

含まれている。 

２ 「単元未満株式」の中には、当社所有の自己株式339株が含まれている。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

住友金属工業株式会社 大阪市中央区北浜４―５―33 54,179 14.74 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１―１―２ 13,387 3.64 

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１―８―11 9,993 2.72 

住友軽金属共栄会 東京都港区新橋５―11―３ 9,895 2.69 

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４―５―33 8,358 2.27 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１―８―11 7,000 1.90 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２―11―３ 5,480 1.49 

資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託Ｂ口） 

東京都中央区晴海１―８―12 晴海アイ

ランド トリトンスクエア オフィスタワ

ーＺ棟 

5,221 1.42 

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７―18―24 4,908 1.34 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２―27―２ 4,128 1.12 

計 ― 122,549 33.34 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式     346,000 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 364,716,000 364,716 ― 

単元未満株式 普通株式   2,505,811 ― ― 

発行済株式総数 367,567,811 ― ― 

総株主の議決権 ― 364,716 ― 



②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか実質的に所有していないが株主名簿上は当社名義になっている株式が1,000株（議決権１個）あ

る。 

なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に含まれている。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものである。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はない。 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

住友軽金属工業株式会社 

東京都港区新橋 

５－11－３ 
346,339 ― 346,339 0.09 

計 ― 346,339 ― 346,339 0.09 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 314 308 302 287 268 276 

最低（円） 283 270 247 226 230 239 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成している。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結

財務諸表及び中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けている。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※２   10,954 13,604   9,261 

２ 受取手形及び売掛
金 

※２ 
※５ 

  51,789 71,580   58,767 

３ たな卸資産     73,341 73,081   68,677 

４ 繰延税金資産     618 710   1,034 

５ その他     8,625 9,514   8,811 

６ 貸倒引当金     △79 △102   △96 

流動資産合計     145,250 36.8 168,388 40.5   146,456 36.8

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 
※１ 
※２ 

        

１ 建物及び構築物     29,861 29,341   29,686 

２ 機械装置及び運
搬具 

    34,443 32,906   33,760 

３ 土地     120,170 118,820   120,545 

４ その他     6,780 9,349   7,273 

有形固定資産合計     191,256 (48.5) 190,417 (45.8)   191,266 (48.1)

(2）無形固定資産     1,242 (0.3) 1,348 (0.3)   1,407 (0.3)

(3）投資その他の資産           

１ 投資有価証券 
※２ 
※３ 
※４ 

  45,989 47,808   49,087 

２ 長期貸付金     2,722 1,611   1,677 

３ 繰延税金資産     391 511   414 

４ その他     8,232 6,622   8,414 

５ 貸倒引当金     △828 △628   △710 

投資その他の資産
合計 

    56,507 (14.4) 55,926 (13.4)   58,884 (14.8)

固定資産合計     249,006 63.2 247,692 59.5   251,558 63.2

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅲ 繰延資産           

１ 開業費     4 3   4 

繰延資産合計     4 0.0 3 0.0   4 0.0

資産合計     394,261 100.0 416,083 100.0   398,019 100.0 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛
金 

 ※５   82,217 112,903   83,263 

２ 1年内償還予定社
債 

    ― 155   ― 

３ 短期借入金 ※２   84,116 84,712   83,511 

４ 未払法人税等     656 1,870   2,976 

５ 賞与引当金     678 754   732 

６ 繰延税金負債     8 99   10 

７ その他     11,454 14,672   14,588 

流動負債合計     179,133 45.4 215,170 51.7   185,082 46.5

Ⅱ 固定負債           

１ 社債     934 778   934 

２ 新株予約権付社債     ― 15,000   ― 

３ 長期借入金 ※２   145,339 110,554   136,798 

４ 繰延税金負債     1,793 1,282   1,893 

５ 再評価にかかる繰
延税金負債 

    8,673 8,946   8,990 

６ 退職給付引当金     4,515 4,649   4,534 

７ 連結調整勘定     479 ―   422 

８ 負ののれん     ― 369   ― 

９ その他     9,469 11,425   10,819 

固定負債合計     171,204 43.4 153,006 36.8   164,393 41.3

負債合計     350,337 88.8 368,176 88.5   349,475 87.8

（少数株主持分）           

少数株主持分     6,226 1.6 ― ―   6,434 1.6

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     20,211 5.1 ― ―   20,211 5.1

Ⅱ 資本剰余金     5,902 1.5 ― ―   5,902 1.5

Ⅲ 利益剰余金 ※４   11,321 2.9 ― ―   13,954 3.5

Ⅳ 土地再評価差額金     11,828 3.0 ― ―   11,629 2.9

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

    2,388 0.6 ― ―   3,462 0.9

Ⅵ 為替換算調整勘定     △13,916 △3.5 ― ―   △13,007 △3.3

Ⅶ 自己株式     △37 △0.0 ― ―   △44 △0.0

資本合計     37,697 9.6 ― ―   42,108 10.6

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    394,261 100.0 ― ―   398,019 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                  

 １ 資本金    ― ―  20,211 4.9  ― ― 

 ２ 資本剰余金    ― ―  5,902 1.4  ― ― 

 ３ 利益剰余金    ― ―  16,445 3.9  ― ― 

 ４ 自己株式    ― ―  △51 △0.0  ― ― 

  株主資本合計    ― ―  42,507 10.2  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

 １ その他有価証券

評価差額金 
  ― ―  2,997 0.7  ― ― 

 ２ 繰延ヘッジ損益   ― ―  △1,769 △0.4  ― ― 

 ３ 土地再評価差額

金 
  ― ―  11,571 2.8  ― ― 

 ４ 為替換算調整勘

定 
  ― ―  △13,321 △3.2  ― ― 

  評価・換算差額等

合計 
  ― ―  △522 △0.1  ― ― 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  5,921 1.4  ― ― 

純資産合計   ― ―  47,906 11.5  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  416,083 100.0  ― ― 

           



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     147,089 100.0 169,480 100.0   299,460 100.0 

Ⅱ 売上原価     126,440 86.0 147,796 87.2   257,366 85.9

売上総利益     20,648 14.0 21,683 12.8   42,094 14.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   12,515 8.5 12,776 7.5   24,953 8.4

営業利益     8,133 5.5 8,906 5.3   17,140 5.7

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   111   70 176   

２ 受取配当金   121   113 202   

３ 商品先物利益   216   ― 232   

４ 為替差益   87   61 382   

５ 受取賃貸料   ―   70 ―   

６ 受取技術料   ―   83 ―   

７ その他   255 791 0.5 172 570 0.3 861 1,855 0.6

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   2,810   2,548 5,529   

２ その他   822 3,633 2.4 866 3,415 2.0 1,507 7,037 2.3

経常利益     5,291 3.6 6,062 3.6   11,959 4.0

Ⅵ 特別利益           

１ 土地売却益   ―   47 ―   

２ 投資有価証券売却
益 

  224   270 274   

３ その他の投資処分
益 

  ―   ― 38   

４ その他   10 235 0.2 35 354 0.2 48 361 0.1

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産廃却損   215   382 471   

２ 土地売却損   ―   340 ―   

３ 減損損失 ※２ 256   ― 256   

４ 事業整理損失 ※３ 430   ― 434   

５ 関係会社解散損   ―   331 ―   

６ 過年度関係会社仕
入高修正損失 

  ―   ― 506   

７ 課徴金   ―   ― 263   

８ その他   110 1,012 0.7 38 1,093 0.7 349 2,281 0.7

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    4,514 3.1 5,322 3.1   10,039 3.4

法人税、住民税及
び事業税 

  569   1,948 3,051   

法人税等更正額   ―   ― 377   

法人税等調整額   1,647 2,217 1.5 98 2,047 1.2 1,185 4,614 1.6

少数株主利益     ― ― ― ―   19 0.0

少数株主損失     195 0.1 259 0.2   ― ―

中間（当期）純利
益 

    2,492 1.7 3,534 2.1   5,404 1.8

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     3,000 3,000

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１ 連結財務諸表提出会
社の増資による資本
剰余金増加高 

  2,902 2,902 2,902 2,902

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    5,902 5,902

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     9,780 9,780

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 中間（当期）純利益   2,492 5,404

２ 持分法適用会社増加
による利益剰余金増
加高 

  ― 2,492 59 5,464

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   831 831

２ 連結子会社増加によ
る利益剰余金減少高 

  120 120

３ 在外子会社の新会計
基準適用による利益
剰余金減少高 

  ― 952 338 1,290

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    11,321 13,954

      



中間連結株主資本等変動計算書 

   当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
         （百万円） 

20,211 5,902 13,954 △44 40,023 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当（注）     △1,101   △1,101 

 中間純利益     3,534   3,534 

 土地再評価差額金取崩額     57   57 

 自己株式の取得       △7 △7 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合
計        （百万円） 

― ― 2,490 △7 2,483 

平成18年９月30日 残高 
       （百万円） 

20,211 5,902 16,445 △51 42,507 

 評価・換算差額等 

少数株主 

持分 
純資産合計 

 
その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 

土地再評価

差額金  

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高 
        （百万円） 

3,462 ― 11,629 △13,007 2,084 6,434 48,543 

中間連結会計期間中の変動額               

 剰余金の配当（注）         △1,101 

 中間純利益         3,534 

 土地再評価差額金取崩額         57 

 自己株式の取得         △7 

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額） 

△465 △1,769 △57 △313 △2,606 △513 △3,120 

中間連結会計期間中の変動額
合計      （百万円） 

△465 △1,769 △57 △313 △2,606 △513 △636 

平成18年９月30日 残高 
      （百万円） 

2,997 △1,769 11,571 △13,321 △522 5,921 47,906 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー： 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  4,514 5,322 10,039

減価償却費   4,696 4,010 9,204

連結調整勘定償却額   105 ― 49

負ののれん償却額   ― △53 ―

投資有価証券売却損
益（△利益） 

  △224 △270 △230

有形固定資産除却・
売却損益（△利益） 

  207 675 450

為替差損益（△差
益） 

  △140 △168 △281

減損損失   256 ― 256

事業整理損失   430 ― 434

関係会社解散損   ― 331 ―

その他特別損益（△
利益） 

  11 2 169

退職給付引当金の増
減額（△減少） 

  82 △88 102

賞与引当金の増減額
（△減少） 

  △0 22 53

貸倒引当金の増減額
（△減少） 

  △25 △75 △127

受取利息及び受取配
当金 

  △232 △183 △378

支払利息   2,810 2,548 5,529

売上債権の増減額
（△増加） 

  3,786 △12,830 △3,129

たな卸資産の増減額
（△増加） 

  △1,759 △4,433 2,931

仕入債務の増減額
（△減少） 

  △4,314 29,716 △4,699

取引証拠金の増減額
（△減少） 

  11,357 ― 11,357

その他   △11 △177 4,450

小計   21,548 24,349 36,179

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受
取額 

  236 182 383

利息の支払額   △2,799 △2,535 △5,452

事業整理に伴う支払
額 

  ― ― △93

法人税等の支払額   △3,327 △3,541 △3,935

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  15,657 18,454 27,081

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー： 

  

定期預金の預入によ
る支出 

  △408 △756 △966

定期預金の払戻によ
る収入 

  371 693 1,049

投資有価証券の取得
による支出 

  △573 △27 △1,169

投資有価証券の売却
による収入 

  110 ― 334

連結子会社株式の取
得による支出 

  △10 ― ―

連結子会社株式の売
却による収入 

  177 270 177

有形固定資産の取得
による支出 

  △15,524 △3,967 △19,029

有形固定資産の売却
による収入 

  1,366 1,002 1,519

無形固定資産の取得
による支出 

  △43 ― △281

短期貸付金の増減額
（△増加） 

  △1 84 △231

長期貸付金の貸付に
よる支出 

  △228 △4 △247

長期貸付金の返済に
よる収入 

  126 294 1,185

その他の資産増減額
（△増加） 

  1,667 △290 1,013

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △12,971 △2,701 △16,647

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー： 

  

短期借入金の増減額
（△減少） 

  502 △6,750 △5,672

長期借入れによる収
入 

  13,222 1,347 34,910

長期借入金の返済に
よる支出 

  △21,336 △19,674 △46,402

株式の発行による収
入 

  5,788 ― 5,788

社債の発行による収
入 

  ― 14,924 ―

配当金の支払額   △831 △1,101 △831

少数株主への配当金
の支払額 

  △11 △19 △11

自己株式の取得によ
る支出 

  △4 △7 △10

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △2,669 △11,281 △12,229

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  104 35 222

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（△減少） 

  120 4,508 △1,571

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  10,250 8,880 10,250

Ⅶ 新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額 

  201 ― 201

Ⅷ 連結除外に伴う現金及
び現金同等物の減少額 

  ― △229 ―

Ⅸ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※１ 10,572 13,159 8,880

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社53社のうち、21社（住軽ア

ルミ箔㈱、新日東金属㈱、日本ト

レクス㈱、スミケイ運輸㈱、㈱日

本アルミ、住軽商事㈱、SLM 

AUSTRALIA PTY. LTD.他）を連結

している。 

なお、当中間連結会計期間より、

前連結会計年度まで非連結子会社

であったSUMIKEI CZECH S.R.O.を

重要性が増したため、新たに連結

の範囲に含めた。 

また、新泉アルミニウム㈱を当中

間連結会計期間において、新たに

設立したため、連結の範囲に含め

ている。 

非連結子会社32社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益（持分相当

額）及び利益剰余金（持分相当

額）等は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさないた

め、連結の範囲から除外した。 

子会社50社のうち、20社（住軽ア

ルミ箔㈱、新日東金属㈱、日本ト

レクス㈱、スミケイ運輸㈱、㈱日

本アルミ、住軽商事㈱、SLM 

AUSTRALIA PTY. LTD.他）を連結

している。 

なお、前連結会計年度まで連結子

会社であったYAN JIN (MALAYSIA)

SDN.BHD.は解散したため、連結の

範囲から除外した。 

非連結子会社30社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益（持分相当

額）及び利益剰余金（持分相当

額）等は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさないた

め、連結の範囲から除外した。 

 子会社51社のうち、21社（住軽ア

ルミ箔㈱、新日東金属㈱、日本ト

レクス㈱、スミケイ運輸㈱、㈱日

本アルミ、住軽商事㈱、SLM 

AUSTRALIA PTY. LTD.他）を連結し

ている。 

なお、当連結会計年度より、前連

結会計年度まで非連結子会社であ

ったSUMIKEI CZECH S.R.O.を重要

性が増したため、新たに連結の範

囲に含めた。 

また、新泉アルミニウム㈱を当連

結会計年度において、新たに設立

したため、連結の範囲に含めてい

る。 

非連結子会社30社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益（持分相当

額）及び利益剰余金（持分相当

額）等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼさないため、

連結の範囲から除外した。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

非連結子会社32社及び関連会社９

社のうち、㈱ニシキンテックにつ

いて、持分法を適用している。 

持分法非適用の非連結子会社32社

及び関連会社８社は、それぞれ中

間純損益（持分相当額）及び利益

剰余金（持分相当額）等からみ

て、持分法の対象から除いても中

間連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重

要性がないため、持分法適用の範

囲から除外した。 

非連結子会社30社及び関連会社９

社のうち、４社（㈱ニシキンテッ

ク、住軽アルパック㈱、住軽テッ

ク柏㈱、住軽パッケージ㈱）につ

いて、持分法を適用している。 

持分法非適用の非連結子会社27社

及び関連会社８社は、それぞれ中

間純損益（持分相当額）及び利益

剰余金（持分相当額）等からみ

て、持分法の対象から除いても中

間連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重

要性がないため、持分法適用の範

囲から除外した。 

非連結子会社30社及び関連会社９

社のうち、４社（㈱ニシキンテッ

ク、住軽アルパック㈱、住軽テッ

ク柏㈱、住軽パッケージ㈱）につ

いて、持分法を適用している。 

なお、当連結会計年度より、前連

結会計年度まで持分法非適用の非

連結子会社であった住軽アルパッ

ク㈱、住軽テック柏㈱、住軽パッ

ケージ㈱について、重要性が増し

たため、新たに持分法適用会社と

した。 

持分法非適用の非連結子会社27社

及び関連会社８社は、当期純損益

（持分相当額）及び利益剰余金

（持分相当額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないた

め、持分法適用の範囲から除外し

た。 

３ 連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項 

連結子会社のうち、SLM 

AUSTRALIA PTY. LTD.等海外子会

社５社の中間決算日は平成17年６

月30日であり、東洋フイツテング

㈱の中間決算日は平成17年９月20

日である。 

中間連結財務諸表の作成に当たっ

てはそれぞれの中間決算日現在の

中間財務諸表を使用している。 

但し、それぞれの中間決算日から

中間連結決算日平成17年９月30日

までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っている。 

連結子会社のうち、SLM 

AUSTRALIA PTY. LTD.等海外子会

社４社の中間決算日は平成18年６

月30日であり、東洋フイツテング

㈱の中間決算日は平成18年９月20

日である。 

中間連結財務諸表の作成に当たっ

てはそれぞれの中間決算日現在の

中間財務諸表を使用している。 

但し、それぞれの中間決算日から

中間連結決算日平成18年９月30日

までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っている。 

連結子会社のうち、SLM 

AUSTRALIA PTY. LTD.等海外子会社

５社の決算日は平成17年12月31日

であり、東洋フイツテング㈱の決

算日は平成18年３月20日である。 

連結財務諸表の作成に当たっては

それぞれの決算日現在の財務諸表

を使用している。 

但し、それぞれの決算日から連結

決算日平成18年３月31日までの期

間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってい

る。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定している。） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定している。） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

 (ロ）たな卸資産 

主として後入先出法による

原価法 

(ロ）たな卸資産 

同左 

(ロ）たな卸資産 

同左 

 (ハ）デリバティブ 

…時価法 

(ハ）デリバティブ 

同左 

(ハ）デリバティブ 

同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

機械装置 

…主として定額法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

同左 

 その他の有形固定資産 

…主として定率法 

  

  

  

  

 主な耐用年数     

 建物及び構

築物 
15年～50年

機械装置及

び運搬具 
７年～15年

    

 無形固定資産 

…定額法 

（なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５

年）に基づく定額法） 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込

額を計上している。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (ロ）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払

いに備えるため設定してお

り、支給実績を基礎に将来

の見込を加味した支給見込

額を計上している。 

(ロ）賞与引当金 

同左 

(ロ）賞与引当金 

同左 

 (ハ）退職給付引当金 

当社及び国内子会社は、従

業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込み額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上している。 

なお、会計基準変更時差異

（24,563百万円）について

は、15年による按分額を費

用処理しており、過去勤務

債務及び数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により

（数理計算上の差異は翌連

結会計年度から）損益処理

している。 

(ハ）退職給付引当金 

当社及び国内子会社は、従

業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込み額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上している。 

なお、会計基準変更時差異

（24,563百万円）について

は、15年による按分額を費

用処理しており、過去勤務

債務及び数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により

（数理計算上の差異は翌連

結会計年度から）損益処理

している。 

(ハ）退職給付引当金 

当社及び国内子会社は、従

業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込み額に基づき、

当連結会計年度末において

発生していると認められる

額を計上している。 

なお、会計基準変更時差異

（24,563百万円）について

は、15年による按分額を費

用処理しており、過去勤務

債務及び数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により

（数理計算上の差異は翌連

結会計年度から）損益処理

している。 

 （会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より

「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正」（企業会

計基準第３号 平成17年３

月16日）及び「『退職給付

に係る会計基準』の一部改

正に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第７号

平成17年３月16日）を適用

している。これによる損益

に与える影響はない。 

 （会計方針の変更） 

当連結会計年度より「『退

職給付に係る会計基準』の

一部改正」（企業会計基準

第３号 平成17年３月16

日）及び「『退職給付に係

る会計基準』の一部改正に

関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第７号 平

成17年３月16日）を適用し

ている。これによる損益に

与える影響はない  

 (4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。な

お、在外子会社等の資産、負

債、収益及び費用は、中間決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は資本

の部における為替換算調整勘

定に含めている。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。な

お、在外子会社等の資産、負

債、収益及び費用は、中間決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含め

ている。 

(4）重要な外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益と

して処理している。なお、在

外子会社等の資産、負債、収

益及び費用は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算

し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含め

ている。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (5）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6）重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

主として、繰延ヘッジ処理

を採用している。なお、為

替予約取引については、振

当処理の要件を満たしてい

る場合には振当処理を、金

利スワップについては、特

例処理の要件を満たしてい

る場合には特例処理を採用

している。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取
引 

外貨建債権・
債務 

金利スワッ
プ及び金利
オプション 

借入金の支払
利息 

商品先物取
引 

原材料（アル
ミ地金）の購
入価格 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取
引 

外貨建債権・
債務 

金利スワッ
プ及び金利
オプション 

借入金の支払
利息 

商品先物取
引 

原材料（アル
ミ地金）の購
入価格 
製品の販売価
格 

同左 

 (ハ）ヘッジ方針 

・外貨建債権・債務 

為替変動リスクを回避す

る目的で、原則として為

替予約取引を実施するこ

ととしている。 

(ハ）ヘッジ方針 

・外貨建債権・債務 

為替変動リスクを回避す

る目的で、原則として為

替予約取引を実施するこ

ととしている。 

(ハ）ヘッジ方針 

同左 

  

 ・借入金の支払利息 

金利変動によるキャッシ

ュ・フロー変動リスクを

回避する目的で、金利ス

ワップ及び金利オプショ

ンを実施している。 

・借入金の支払利息 

金利変動によるキャッシ

ュ・フロー変動リスクを

回避する目的で、金利ス

ワップ及び金利オプショ

ンを実施している。 

  

  

 ・原材料（アルミ地金）の

購入価格 

予定取引に係る原材料

（アルミ地金）価格変動

リスクを回避する目的

で、商品先物取引を実施

している。 

・原材料（アルミ地金）の

購入価格 

予定取引に係る原材料

（アルミ地金）価格変動

リスクを回避する目的

で、商品先物取引を実施

している。 

・製品の販売価格 

予定取引に係る製品販売

価格変動リスクを回避す

る目的で、商品先物取引

を実施している。 

  

  

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

原則として、ヘッジ開始時

から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象

の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘ

ッジ手段の相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動の累

計とを比較し、両者の変動

額等を基礎に判断すること

としている。なお、金利ス

ワップについては、特例処

理の要件の判定をもって有

効性の判定に代えている。 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる事項 

(イ）消費税等の会計処理 

税抜方式によっている。 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる事項 

(イ）消費税等の会計処理 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる事項 

(イ）消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっている。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっている。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）

を適用している。これにより税金

等調整前中間純利益は256百万円減

少している。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接

控除している。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準）  

当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

している。これにより税金等調整

前当期純利益は256百万円減少して

いる。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に

基づき各資産の金額から直接控除

している。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５

号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用している。

これまでの資本の部に相当する金

額は、43,755百万円である。 

なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の

部については、中間連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成して

いる。 

────── 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

────── （中間連結貸借対照表） 

１ 前中間連結会計期間において「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん」として掲記している。 

（中間連結損益計算書） 

１ 前中間連結会計期間において区分掲記していた「受

取賃貸料」（当中間連結会計期間57百万円）は、当

中間連結会計期間において営業外収益の総額の10／

100以下となったため、「営業外収益」の「その他」

に含めて表示した。 

（中間連結損益計算書） 

１ 前中間連結会計期間において「営業外収益」の「そ

の他」に含めて計上していた「受取賃貸料」（前中

間連結会計期間57百万円）は、当中間連結会計期間

において営業外収益の総額の10／100を超えたため、

区分掲記した。 

２ 前中間連結会計期間において区分掲記していた「固

定資産売却益」（当中間連結会計期間８百万円）

は、当中間連結会計期間において特別利益の総額の

10／100以下となったため、「特別利益」の「その

他」に含めて表示した。 

２ 前中間連結会計期間において「営業外収益」の「そ

の他」に含めて計上していた「受取技術料」（前中

間連結会計期間62百万円）は、当中間連結会計期間

において営業外収益の総額の10／100を超えたため、

区分掲記した。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１  前中間連結会計期間において区分掲記していた「繰

延資産償却額」（当中間連結会計期間１百万円）

は、当中間連結会計期間において重要性が低下した

ため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に含めて表示した。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１  前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計

期間から、「負ののれん償却額」と表示している。 

  

  

２  前中間連結会計期間において区分掲記していた「無

形固定資産の取得による支出」（当中間連結会計期

間33百万円）は、当中間連結会計期間において重要

性が低下したため、「投資活動によるキャッシュ・

フロー」の「その他の資産増減額」に含めて表示し

た。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

  
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

211,777百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

215,143百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

213,687百万円 

※２ 担保提供資産及び担保付債務 ※２ 担保提供資産及び担保付債務 ※２ 担保提供資産及び担保付債務 

  定期預金 42百万円 

受取手形 50 

投資有価証券 5,550 

有形固定資産 
155,181 

(129,666百万円)

計 
160,824 

(129,666百万円)

  定期預金 26百万円 

受取手形  50 

投資有価証券  2,762 

有形固定資産 
137,205 

(122,575百万円)

計 
140,044 

(122,575百万円)

  定期預金 32百万円 

受取手形 50 

投資有価証券  3,434 

有形固定資産 
145,277 

(128,412百万円)

計 
148,794 

(128,412百万円)

  上記物件について、短期借入金4,044

百万円（2,130百万円）、一年以内に

返済予定の長期借入金31,670百万円

（26,463百万円）、長期借入金55,004

百万円（49,392百万円）の担保に供し

ている。 

また、長期借入金251百万円及び一年

以内に返済予定の長期借入金382百万

円については、連結子会社である㈱日

本アルミの株式234百万円を担保とし

て提供している。 

上記のうち、（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示している。但

し、当該債務については工場財団抵当

の他に上記担保提供資産のうち一部を

担保に供している。 

  上記物件について、短期借入金1,660百万

円（870百万円）、一年以内に返済予定の

長期借入金24,536百万円（21,668百万

円）、長期借入金29,146百万円（26,508百

万円）の担保に供している。 

また、長期借入金77百万円及び一年以内に

返済予定の長期借入金174百万円について

は、連結子会社である㈱日本アルミの株式

234百万円を担保として提供している。 

上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示している。但し、当該債

務については工場財団抵当の他に上記担保

提供資産のうち一部を担保に供している。 

  上記物件について、短期借入金1,922

百万円（1,090百万円）、一年以内に

返済予定の長期借入金27,099百万円

（23,859百万円）、長期借入金39,561

百万円（36,585百万円）の担保に供し

ている。 

また、長期借入金164百万円及び一年

以内に返済予定の長期借入金174百万

円については、連結子会社である㈱日

本アルミの株式234百万円を担保とし

て提供している。 

上記のうち、（ ）内書は工場財団抵

当並びに当該債務を示している。但

し、当該債務については工場財団抵当

の他に上記担保提供資産のうち一部を

担保に供している。 

※３ 投資有価証券の貸付 

投資有価証券のうち、簿価3,734百万

円を貸し付けている。 

※３ 投資有価証券の貸付 

投資有価証券のうち、簿価7,126百万円を

貸し付けている。 

※３ 投資有価証券の貸付 

投資有価証券のうち、簿価7,786百万

円を貸し付けている。 

※４ 利益剰余金には、豪州の連結子会社

（SLM AUSTRALIA PTY. LTD.）が当該

国の会計基準に基づいて過年度に行っ

た資産の再評価による評価差額金22,1

17百万円が含まれている。 

※４ ────── ※４ ────── 

※５ ────── ※５ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処理

している。 

なお、当中間連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が中間連結会計期間末日

残高に含まれている。 

受取手形 5,691百万円

支払手形 12,218百万円

※５ ────── 

 



（中間連結損益計算書関係） 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

  
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

６ 偶発債務 

従業員等の金融機関借入金に対する中

間期末現在保証額は、次のとおりであ

る。 

６ 偶発債務 

従業員等の金融機関借入金に対する中

間期末現在保証額は、次のとおりであ

る。 

６ 偶発債務 

従業員等の金融機関借入金に対する期

末現在保証額は、次のとおりである。 

  保証先   金額 

従業員 

(住宅財形借入金) 

  
2,151百万円

㈱住軽日軽エンジ

ニアリング 

  
1,100 

その他４件   754 

計   4,005 

  保証先   金額 

従業員 

(住宅財形借入金)

  
1,913百万円

住軽パッケージ㈱  806 

その他４件   964 

計   3,685 

  保証先   金額 

従業員 

(住宅財形借入金) 

  
2,027百万円

㈱住軽日軽エンジ

ニアリング 

  
1,400 

その他４件   1,186 

計   4,614 

７ 受取手形割引高 973百万円

受取手形裏書譲渡高 903百万円

７ 受取手形割引高 906百万円

受取手形裏書譲渡高 1,091百万円

７ 受取手形割引高 462百万円

受取手形裏書譲渡高 1,516百万円

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額 

  製品発送費 2,804百万円

給料手当等 4,786 

研究開発費 1,214 

  製品発送費 2,972百万円

給料手当等 4,892 

研究開発費 1,224 

  製品発送費 5,687百万円

給料手当等 9,513 

研究開発費 2,366 

※２ 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産について減損損失

を計上した。 

※２ ――――― ※２ 当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産について減損損失を計

上した。 

  
場所 用途 種類 

減損損失
計上額 

滋賀県 
遊休不動
産(旧工場
用地) 

土地 256百万円 

     
場所 用途 種類 

減損損失
計上額 

滋賀県 
遊休不動
産(旧工場
用地) 

土地 256百万円 

  当社グループでは減損の兆候を判定す

るにあたっては、原則として遊休不動

産を除き、事業部門別（アルミ圧延品

部門、伸銅品部門、その他）に資産の

グルーピングを実施している。 

地価が継続的に下落しており、かつ、

今後の有効利用計画が明確になってい

ない遊休不動産（旧工場用地）に減損

が認識されたため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額した額を減損損失

（256百万円）として特別損失に計上

している。 

なお、当資産の回収可能価額は、当該

土地について不動産鑑定士の鑑定評価

額を基にした正味売却価額により評価

している。 

     当社グループでは減損の兆候を判定す

るにあたっては、原則として遊休不動

産を除き、事業部門別（アルミ圧延品

部門、伸銅品部門、その他）に資産の

グルーピングを実施している。 

地価が継続的に下落しており、かつ、

今後の有効利用計画が明確になってい

ない遊休不動産（旧工場用地）に減損

が認識されたため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額した額を減損損失

（256百万円）として特別損失に計上

している。 

なお、当資産の回収可能価額は、当該

土地について不動産鑑定士の鑑定評価

額を基にした正味売却価額により評価

している。 

 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
  
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加26千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 該当事項なし。 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※３ 不採算事業の見直しに伴い発生した損

失であり、その内容は、固定資産売廃

却損192百万円、従業員退職金111百万

円等である。 

※３ ――――― ※３ 不採算事業の見直しに伴い発生した損

失であり、その内容は、固定資売産廃

却損172百万円、退職金支払額104百万

円等である。 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式     

   普通株式  367,567 ― ― 367,567 

合計 367,567 ― ― 367,567 

 自己株式         

   普通株式 （注） 320 26 ― 346 

合計 320 26 ― 346 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 1,101 3.0  平成18年３月31日  平成18年６月29日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 10,954百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△380 

現金及び現金同等物 10,572 

現金及び預金勘定 13,604百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△445 

現金及び現金同等物 13,159 

現金及び預金勘定 9,261百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△381 

現金及び現金同等物 8,880 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置及び
運搬具 

8,396 2,914 5,481 

工具器具備品 2,442 1,510 932 

その他 123 109 14 

合計 10,962 4,533 6,428 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

9,246 3,556 5,689

工具器具備品 3,111 1,842 1,269

その他 334 188 146

合計 12,693 5,587 7,105

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

9,084 2,905 6,179

工具器具備品 3,263 1,948 1,315

その他 707 277 429

合計 13,056 5,131 7,924

（注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によって

いる。 

（注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によって

いる。 

（注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によっている。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,150百万円

１年超 4,278百万円

合計 6,428百万円

１年内 2,410百万円

１年超 4,694百万円

合計 7,105百万円

１年内 2,727百万円

１年超 5,197百万円

合計 7,924百万円

（注） 未経過リース料中間期末残高相当

額の算定は、有形固定資産の中間期

末残高等に占めるその割合が低いた

め、支払利子込み法によっている。 

（注） 未経過リース料中間期末残高相当

額の算定は、有形固定資産の中間期

末残高等に占めるその割合が低いた

め、支払利子込み法によっている。 

（注） 未経過リース料期末残高相当額の

算定は、有形固定資産の期末残高等

に占めるその割合が低いため、支払

利子込み法によっている。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 944百万円

減価償却費相当額 944百万円

支払リース料 1,135百万円

減価償却費相当額 1,135百万円

支払リース料 2,095百万円

減価償却費相当額 2,095百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零（残価保証の取り決めがある場合は

残価保証額）とする定額法によってい

る。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 81百万円

１年超 155百万円

合計 236百万円

１年内 175百万円

１年超 161百万円

合計 336百万円

１年内 170百万円

１年超 242百万円

合計 413百万円



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間）（平成17年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式               32,293百万円 

（当中間連結会計期間）（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式                32,579百万円 

（前連結会計年度）（平成18年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式                33,003百万円 

（デリバティブ取引関係） 

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 7,130 11,368 4,237 

合計 7,130 11,368 4,237 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 7,638 12,926 5,287 

合計 7,638 12,926 5,287 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 7,620 13,749 6,129 

合計 7,620 13,749 6,129 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当連結グループは、同一セグメントに属するアルミ・銅等の非鉄金属及び合金の圧延品並びに加工品の製造・

販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はない。 

【所在地別セグメント情報】 

(1）前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

(2）当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  
日本 

（百万円） 
豪州 

（百万円） 

その他の地
域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

１ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
143,566 ― 3,522 147,089 ― 147,089 

(2）セグメント間の内部

売上高 
1,502 5,389 524 7,416 (7,416) ― 

計 145,069 5,389 4,046 154,505 (7,416) 147,089 

営業費用 137,473 4,850 4,082 146,407 (7,450) 138,957 

営業利益 7,595 538 △35 8,098 34 8,133 

  
日本 

（百万円） 
豪州 

（百万円） 

その他の地
域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

１ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
162,260 2,141 5,078 169,480 ― 169,480 

(2）セグメント間の内部

売上高 
3,249 4,529 457 8,236 (8,236) ― 

計 165,509 6,671 5,535 177,716 (8,236) 169,480 

営業費用 158,475 5,550 4,907 168,933 (8,359) 160,573 

営業利益 7,034 1,120 628 8,783 123 8,906 



(3）前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

（注）１ 地域は地理的近接度により区分している。 

２ △は損失を示す。 

【海外売上高】 

(1）前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

(2）当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

(3）前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１ 地域は地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する主な国または地域は次の通りである。 

アジア……中国、マレーシア 

欧米………アメリカ 

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  
日本 

（百万円） 
豪州 

（百万円） 

その他の地
域 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

１ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
292,247 1,041 6,170 299,460 ― 299,460 

(2）セグメント間の内部

売上高 
4,084 10,165 1,020 15,270 (15,270) ― 

計 296,331 11,207 7,190 314,730 (15,270) 299,460 

営業費用 280,391 10,081 7,166 297,639 (15,319) 282,319 

営業利益 15,940 1,126 24 17,090 49 17,140 

  アジア 欧米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 17,894 3,658 408 21,961 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 147,089 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
12.2 2.5 0.3 14.9 

  アジア 欧米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 21,694 3,655 2,674 28,024 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 169,480 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
12.8 2.2 1.6 16.5 

  アジア 欧米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 38,046 7,814 2,014 47,875 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 299,460 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％） 
12.7 2.6 0.7 16.0 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 102.64円

１株当たり中間純利益 6.80円

１株当たり純資産額 114.33円

１株当たり中間純利益

  

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 

9.62円

 

 

8.77円

１株当たり純資産額 114.66円

１株当たり当期純利益 14.73円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため記載していない。 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がない

ため記載していない。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

損益計算書上の中間（当期）純利益

（百万円） 
2,492 3,534 5,404 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
2,492 3,534 5,404 

普通株式の期中平均株式数（千株） 366,531 367,234 366,894 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

普通株式増加数（千株） ― 35,545 ― 

（うち新株予約権付社債） (－) (35,545) (－) 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当社の連結子会社である住軽アルミ箔㈱が、

平成17年11月11日付で、公正取引委員会より

アルミ箔製品の一部の販売に関して「私的独

占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」

第48条第２項の規定に基づく勧告を受け、同

社は平成17年11月18日付でこれを応諾した。 

公正取引委員会は今後、課徴金の算定を始め

る予定である。 

──────   当社は、平成18年４月７日開催の取締役会

において、欧州を中心とする海外市場（但

し、アメリカ合衆国を除く。）において募集

を行う2011年満期円貨建転換社債型新株予約

権付社債の発行を決議し、同年４月24日に発

行した。その概要は次のとおりである。 

１  発行価額 

      本社債額面の100%（各本社債額面金額 

      5,000,000円） 

２  発行価格（募集価格） 

      本社債額面金額の102.5% 

３  発行価額の総額 

      150億円 

４  利率 

      本社債には利息は付さない。 

５  償還期限 

      2011年４月26日 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

  ６  本新株予約権の目的となる株式の種類 

    及び数 

  (1) 種類 

      当社普通株式 

  (2) 数 

      本新株予約権の行使により当社が当社 

      普通株式を新たに発行又はこれに代え 

      て当社の有する当社普通株式を移転 

      （以下当社普通株式の発行又は移転 

      を、当社普通株式の「交付」とい 

      う。）する数は、行使請求に係る本社 

      債の発行価額の総額を下記８記載の転 

      換価額で除した数とする。 

７  本新株予約権の総数 

      3,000個 

８  本新株予約権の行使に際して払い込む 

    べき金額 

  (1) 本社債の発行価額と同額とする。 

  (2) 本新株予約権の行使に際して払込をな 

      すべき１株あたりの額（転換価額） 

      は、当初422円とする。 

  (3) 2008年５月30日（日本時間、以下「決 

      定日」という。）まで（当日を含 

      む。）の20連続取引日の当社普通株式 

      の終値の平均値の１円未満の端数を切 

      り上げた金額（以下「決定日株価」と 

      いう。）が、決定日に有効な転換価額 

      を１円以上下回る場合には、転換価額 

      は、2008年６月13日（日本時間、以下 

      「効力発生日」という。）以降、決定 

      日株価（但し、決定日の翌日から効力 

      発生日までに効力の発生する下記(4)の 

      調整を受ける。）に修正される。但 

      し、かかる算出の結果、下限転換価額 

      （以下に定義する。）未満となる場合 

      は、修正後転換価額は、下限転換価額 

      とする。 

      「下限転換価額」とは、決定日に有効 

      な転換価額の80％に相当する価額（但 

      し、決定日の翌日から効力発生日まで 

      に効力の発生する下記(4)の調整を受け 

      る。）の１円未満の端数を切り上げた 

      金額をいう。 

  (4) 転換価額は、本新株予約権付社債の発 

      行後、当社が当社普通株式の時価を下 

      回る発行価額又は処分価額で当社普通 

      株式を発行又は処分する場合には、次 

      の算式により調整される。なお、次の 

      算式において、「既発行株式数」は当 

      社の発行済普通株式総数（但し、普通 

      株式に係る自己株式数を除く。）をい 

      う。 

    既発
行 
株式
数 

＋

新発行・ 
処分株式
数 

×
１株あたりの 
発行・処分価

額 

調整
後 
転換
価額 

＝

調整
前 
転換
価額 

×

時価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

 



(2）【その他】 

 該当事項なし。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

        また、転換価額は、当社普通株式の分 

      割・併合、当社普通株式の時価を下回 

      る価額をもって当社普通株式の交付を 

      請求できる新株予約権（新株予約権付 

      社債に付されたものを含む。）の発行 

      等が行われる場合その他一定の事由が 

      生じた場合にも適宜調整される。 

９  本新株予約権の行使期間 

      2006年５月８日から2011年４月11日に 

      おける新株予約権行使受付代理人の営 

      業終了時まで。但し、当社の選択によ 

      り本社債が2011年４月11日以前に償還 

      される場合は、当該償還期日の新株予 

      約権行使受付代理人の営業終了時ま 

      で、又は本新株予約権付社債の要項に 

      従い、本新株予約権の所持人の選択に 

      より、償還通知書が本社債の代理人に 

      預託された時まで。 

10  本新株予約権の行使の条件 

      各本新株予約権の一部行使はできない 

      ものとする。  

11  本新株予約権の行使により株券を発行す 

    る場合の当該株券の発行価格のうちの資 

    本組入額 

      転換価額（但し、上記８(3)又は(4)に 

      よって修正又は調整された場合は修正 

      又は調整後の転換価額）に0.5を乗じ 

      た金額とし、計算の結果１円未満の端 

      数を生じる場合はその端数を切り上げ 

      た額とする。   

12  代用払込に関する事項 

      商法第341条ノ３第１項第７号及び第

８ 

      号により、本新株予約権を行使したと 

      きは本社債の全額の償還に代えて当該 

      本新株予約権の行使に際して払込をな 

      すべき額の全額の払込があったものと 

      みなす。 

13  本新株予約権付社債の手取金の使途 

      借入金返済に充当する。 

14  本社債の担保 

      該当なし。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   2,055   2,010 2,472   

２ 受取手形 ※６  10,924   25,634 11,301   

３ 売掛金   18,176   22,772 20,559   

４ たな卸資産   54,410   53,373 50,798   

５  短期貸付金   ―   21,085 15,170   

６ 繰延税金資産   307   12 264   

７ その他   13,572   7,948 6,588   

８ 貸倒引当金   △9   △258 △9   

流動資産合計     99,438 32.0 132,578 38.1   107,146 33.1

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 
※１ 
※２ 

        

１ 建物   20,143   19,575 19,905   

２ 機械及び装置   24,500   23,513 24,369   

３ 土地   96,996   96,347 96,996   

４ その他   5,558   8,196 5,871   

計   147,198   147,633 147,142   

(2）無形固定資産   175   160 186   

(3）投資その他の資
産 

          

１ 投資有価証券 
※２ 
※３ 

56,466   56,852 58,214   

２ 長期貸付金   3,661   7,275 7,710   

３ 繰延税金資産   1,067   754 507   

４ その他   2,863   2,657 3,101   

５ 貸倒引当金   △72   △71 △71   

計   63,986   67,468 69,461   

固定資産合計     211,360 68.0 215,262 61.9   216,790 66.9

資産合計     310,798 100.0 347,840 100.0   323,936 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※６  30,446   49,610 31,306   

２ 買掛金   29,059   36,128 29,074   

３ 短期借入金（１
年内返済予定の
長期借入金を含
む） 

※２ 49,065   68,259 60,048   

４ その他 ※４ 8,771   13,325 13,150   

流動負債合計     117,342 37.7 167,323 48.1   133,579 41.2

Ⅱ 固定負債           

１ 新株予約権付社
債 

  ―   15,000 ―   

２ 長期借入金 ※２ 138,422   108,457 133,631   

３ 退職給付引当金   2,972   2,773 2,956   

４ 再評価に係る繰
延税金負債 

  7,101   7,112 7,101   

５ その他   1,892   2,079 2,085   

固定負債合計     150,388 48.4 135,423 38.9   145,774 45.0

負債合計     267,731 86.1 302,746 87.0   279,354 86.2

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）     
  
  
  

    

Ⅰ 資本金     20,211 6.5 ― ―   20,211 6.2

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   5,902   ― 5,902   

資本剰余金合計     5,902 1.9 ― ―   5,902 1.8

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   129   ― 129   

２ 中間（当期）未処
分利益 

  4,495   ― 5,165   

利益剰余金合計     4,624 1.5 ― ―   5,294 1.7

Ⅳ 土地再評価差額金     10,432 3.4 ― ―   10,432 3.2

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

    1,933 0.6 ― ―   2,785 0.9

Ⅵ 自己株式 
  
  

  △37 △0.0 ― ―   △44 △0.0

資本合計     43,066 13.9 ― ―   44,582 13.8

負債・資本合計     310,798 100.0 ― ―   323,936 100.0 

            

（純資産の部）     
  
  
  

    

Ⅰ 株主資本             

  (1) 資本金     ― ― 20,211 5.8   ― ―

(2) 資本剰余金           

１  資本準備金   ―     5,902 ―   

  資本剰余金合計     ― ― 5,902 1.7   ― ―

   (3) 利益剰余金             

１  利益準備金   ―     129 ―   

２  その他利益 
    剰余金 

            

    繰越利益剰余金   ―     5,777 ―   

  利益剰余金合計     ― ― 5,906 1.7   ― ―

   (4) 自己株式     ― ― △51 △0.0   ― ―

株主資本合計     ― ― 31,969 9.2   ― ―

 Ⅱ  評価・換算差額等             

   (1) その他有価証券 
       評価差額金 

    ― ― 2,458 0.7   ― ―

   (2) 繰延ヘッジ損益     ― ― 215 0.1   ― ―

   (3) 土地再評価差額 
       金 

    ― ― 10,449 3.0   ― ―

     評価・換算差額等 
     合計 

    ― ― 13,124 3.8   ― ―

     純資産合計     ― ― 45,093 13.0   ― ―

     負債純資産合計     ― ― 347,840 100.0   ― ―

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     96,632 100.0 112,144 100.0   195,878 100.0 

Ⅱ 売上原価     84,678 87.6 100,278 89.4   172,274 87.9

売上総利益     11,954 12.4 11,865 10.6   23,604 12.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    5,688 5.9 5,765 5.2   11,276 5.8

営業利益     6,266 6.5 6,100 5.4   12,328 6.3

Ⅳ 営業外収益 ※１   915 1.0 1,026 0.9   1,333 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２   2,973 3.1 2,930 2.6   5,703 2.9

経常利益     4,207 4.4 4,196 3.7   7,958 4.1

Ⅵ 特別利益     34 0.0 39 0.0   53 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３   245 0.3 1,362 1.2   1,650 0.9

税引前中間（当
期）純利益 

    3,997 4.1 2,873 2.5   6,362 3.2

法人税、住民税及
び事業税 

  △16   1,050 1,405   

法人税等更正額   ―   ― 250   

法人税等調整額   1,548 1,531 1.5 92 1,142 1.0 1,571 3,227 1.6

中間（当期）純利
益 

    2,465 2.6 1,731 1.5   3,135 1.6

前期繰越利益     2,030 ―   2,030 

中間（当期）未処
分利益 

    4,495 ―   5,165 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

   (注)   平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

 

株主資本 

資本金 

 資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金 

 その他 

利益剰余金 利益剰余金 
合計 繰越 

利益剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

20,211 5,902 129 5,165 5,294 △44 31,364 

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当   (注)       △1,101 △1,101   △1,101 

中間純利益       1,731 1,731   1,731 

土地再評価差額金取崩額       △17 △17   △17 

自己株式の取得           △7 △7 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

              

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

― ― ― 612 612 △7 605 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

20,211 5,902 129 5,777 5,906 △51 31,969 

 

 評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
評価・換算差額等

合計 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

2,785 ― 10,432 13,217 44,582 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当   (注)         △1,101 

中間純利益         1,731 

土地再評価差額金取崩額         △17 

自己株式の取得         △7 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△327 215 17 △93 △93 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△327 215 17 △93 511 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

2,458 215 10,449 13,124 45,093 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

      

(1）たな卸資産 後入先出法による原価法 同左 同左 

(2）有価証券 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(3）デリバティブ 時価法 同左 同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

      

(1）有形固定資産 建物（附属設備を除く） 

・機械装置 

―定額法 

同左 同左 

 その他の有形固定資産 

―定率法 

  

  

  

  

 主な耐用年数     

 建物 15年～50年

機械装置 12年

    

(2）無形固定資産 自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

同左 同左 

 その他の無形固定資産 

定額法 

  

  

  

  

３ 繰延資産の処理方法 ・新株発行費 

一括償却 

――――― 

  

――――― 

  

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４ 引当金の計上基準       

(1）貸倒引当金 受取手形、売掛金等債権の貸倒れ

による損失に備えるため設定して

おり、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上している。 

同左 同左 

(2）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発

生していると認められる額を計上

している。 

なお、会計基準変更時差異

（19,956百万円）については、15

年による均等額を費用処理してお

り、過去勤務債務及び数理計算上

の差異は、その発生時の従業員の

残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）による定額法により（数

理計算上の差異については翌期か

ら）損益処理している。 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発

生していると認められる額を計上

している。 

なお、会計基準変更時差異

（19,956百万円）については、15

年による均等額を費用処理してお

り、過去勤務債務及び数理計算上

の差異は、その発生時の従業員の

残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）による定額法により（数

理計算上の差異については翌期か

ら）損益処理している。 

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上し

ている。 

なお、会計基準変更時差異

（19,956百万円）については、15

年による均等額を費用処理してお

り、過去勤務債務及び数理計算上

の差異は、その発生時の従業員の

残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）による定額法により（数

理計算上の差異については翌期か

ら）損益処理している。 

 （会計方針の変更） 

当中間会計期間より「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正」

（企業会計基準第３号 平成17年

３月16日）及び「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正に関する

適用指針」（企業会計基準適用指

針第７号 平成17年３月16日）を

適用している。これによる損益に

与える影響はない。 

  

  

 （会計方針の変更） 

 当事業年度より「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正」（企業

会計基準第３号 平成17年３月16

日）及び「「退職給付に係る会計

基準」の一部改正に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第７

号 平成17年３月16日）を適用し

ている。これによる損益に与える

影響はない。 

５ 外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

している。 

同左 外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ている。 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７ ヘッジ会計の方法       

(1）ヘッジ会計の方法 主として、繰延ヘッジ処理を採用

している。なお、為替予約取引に

ついては、振当処理の要件を満た

している場合には振当処理を、金

利スワップについては、特例処理

の要件を満たしている場合には特

例処理を採用している。 

同左 同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

象 
ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取
引 

外貨建債権・
債務 

金利スワッ
プ及び金利
オプション 

借入金の支払
利息 

商品先物取
引 

原材料（アル
ミ地金）の購
入価格 

同左 同左 

(3）ヘッジ方針 ・外貨建債権・債務 

為替変動リスクを回避する目的

で、原則として為替予約取引を

実施することとしている。 

同左 

  

同左 

  

 ・借入金の支払利息 

金利変動によるキャッシュ・フ

ロー変動リスクを回避する目的

で、金利スワップ及び金利オプ

ションを実施している。 

  

  

  

  

 ・原材料（アルミ地金）の購入価

格 

予定取引に係る原材料（アルミ

地金）価格変動リスクを回避す

る目的で、商品先物取引を実施

している。 

  

  

  

  

(4）ヘッジ有効性評価の方

法 

原則として、ヘッジ開始時から有

効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象の相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動の累計とヘ

ッジ手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎に判断

することとしている。なお、金利

スワップについては、特例処理の

要件の判定をもって有効性の判定

に代えている。 

同左 同左 

８ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

      

(1）消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式に

よっている。 

同左 同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

している。これによる損益に与え

る影響はない。 

 ――――― 

          

                       

（固定資産の減損に係る会計基準）  

当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用している。これによ

る損益に与える影響はない。 

 ――――― 

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に 

   関する会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５

号  平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第8号  平成17年

12月9日）を適用している。 

これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は44,877百万円であ

る。     

なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部につい

ては、中間財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の中間財務諸表等

規則により作成している。     

 ――――― 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

―――――    （中間貸借対照表関係）  

  「短期貸付金」は、前中間期まで、流動資産の「その 

   他」に含めて表示していたが、当中間期末において資産

   の総額の100分の５を超えたため区分掲記している。な 

   お、前中間期末の「短期貸付金」の金額は6,293百万円 

   である。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却

累計額 
164,064百万円 164,390百万円 163,711百万円 

※２ 担保資産及び担保付債

務 

担保資産 

有形固定資

産 

百万円

118,694

百万円 

(108,779)

投資有価証

券 
5,029 (―)

合計 123,723 (108,779)

担保資産 

有形固定資

産 

百万円

112,053

百万円 

(107,325)

投資有価証

券 
2,716 (―)

合計 114,769 (107,325)

担保資産 

有形固定資

産 

百万円

114,816

百万円 

(108,252)

投資有価証

券 
2,832 (―)

合計 117,649 (108,252)

 担保付債務 担保付債務 担保付債務 

 一年内返済

の長期借入

金 

百万円

23,227

百万円 

(22,149)

長期借入金 45,521 (44,962)

合計 68,749 (67,111)

一年内返済

の長期借入

金 

百万円

20,682

百万円 

(20,210)

長期借入金 24,867 (24,790)

合計 45,549 (45,000)

一年内返済

の長期借入

金 

百万円

23,049

百万円 

(22,303)

長期借入金 34,469 (34,151)

合計 57,519 (56,454)

 上記のうち（ ）内書は工場財団

抵当並びに当該債務を示してい

る。また、上記のうち有形固定資

産2,519百万円及び投資有価証券

1,182百万円は、関係会社の長期借

入金2,552百万円（この内一年内返

済のもの990百万円）の担保に供し

ている。 

上記のうち（ ）内書は工場財団

抵当並びに当該債務を示してい

る。また、上記のうち投資有価証

券1,361百万円は、関係会社の長期

借入金576百万円（この内一年内返

済のもの164百万円）の担保に供し

ている。 

上記のうち（ ）内書は工場財団

抵当並びに当該債務を示してい

る。また、上記のうち投資有価証

券1,246百万円は、関係会社の長期

借入金628百万円（この内一年内返

済のもの157百万円）の担保に供し

ている。 

※３ 投資有価証券の貸付 投資有価証券のうち、簿価4,208百

万円を貸し付けている。 

投資有価証券のうち、簿価7,600百

万円を貸し付けている。 

投資有価証券のうち、簿価8,260百

万円を貸し付けている。 

※４ 消費税等に係る表示 仮受消費税等から仮払消費税等を

控除した残額を流動負債のその他

に含めて表示している。 

同左 ――――― 

 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   （注）普通株式の自己株式の株式数の増加26千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

  

項目 
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

５ 偶発債務       

保証債務 従業員等の金融機関借入金に対する

保証額 

従業員等の金融機関借入金に対する

保証額 

従業員等の金融機関借入金に対する

保証額 

  保証先  金額 

従業員 

（住宅財形借入金） 

 
2,088百万円

㈱日本アルミ  12,499 

住軽アルミ箔㈱  8,616 

SLM AUSTRALIA PTY.LTD. 6,500 

新日東金属㈱  2,818 

テイネン工業㈱  2,024 

その他７社  3,251 

計  37,798 

保証先  金額 

従業員 

（住宅財形借入金） 

 
1,862百万円

SLM AUSTRALIA PTY.LTD. 6,500 

住軽アルミ箔㈱  4,815 

新日東金属㈱  2,676 

住軽パッケージ㈱   806 

㈱住軽日軽エンジニアリ

ング 

 800 

その他７社  791 

計  18,252 

保証先  金額 

従業員 

（住宅財形借入金） 

 
1,972百万円

住軽アルミ箔㈱  8,116  

SLM AUSTRALIA PTY.LTD.  6,500 

新日東金属㈱  3,293  

㈱住軽日軽エンジニアリ

ング 

 1,400  

住軽加工㈱   1,005 

その他７社  2,146 

計  24,433 

※６ 中間期末日満期

手形 

―――――  中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してい

る。なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の

中間期末日満期手形が中間会計期末

残高に含まれている。 

  受取手形      7,799百万円 

  支払手形     10,268百万円 

――――― 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目       

受取利息 151百万円 234百万円 257百万円 

受取配当金 474百万円 451百万円 539百万円 

※２ 営業外費用の主要項目       

支払利息 2,267百万円 2,263百万円 4,519百万円 

※３ 特別損失の主要項目       

関係会社解散損 ―  985百万円 ― 

過年度関係会社仕入

高修正損失 

― ― 1,109百万円 

４ 減価償却実施額       

有形固定資産 3,139百万円 2,565百万円 5,886百万円 

無形固定資産 29百万円 26百万円 56百万円 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式   （注） 320 26 ― 346 

合計 320 26 ― 346 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

機械及び装置 7,968 2,819 5,148 

その他 2,429 1,502 926 

合計 10,397 4,322 6,075 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 8,239 3,207 5,031

その他 2,170 1,284 886

合計 10,409 4,491 5,917

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械及び装置 8,106 2,559 5,547

その他 2,229 1,382 847

合計 10,336 3,941 6,395

（注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によって

いる。 

（注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によって

いる。 

（注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によっている。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,079百万円

１年超 3,995百万円

合計 6,075百万円

１年内 2,038百万円

１年超 3,879百万円

合計 5,917百万円

１年内 2,286百万円

１年超 4,108百万円

合計 6,395百万円

（注） 未経過リース料中間期末残高相当

額の算定は、有形固定資産の中間期

末残高等に占めるその割合が低いた

め、支払利子込み法によっている。 

（注） 未経過リース料中間期末残高相当

額の算定は、有形固定資産の中間期

末残高等に占めるその割合が低いた

め、支払利子込み法によっている。 

（注） 未経過リース料期末残高相当額の

算定は、有形固定資産の期末残高等

に占めるその割合が低いため、支払

利子込み法によっている。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 

  百万円

支払リース料 863

減価償却費相当額 863

  百万円

支払リース料 872

減価償却費相当額 872

  百万円

支払リース料 1,542

減価償却費相当額 1,542

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零（残価保証の取り決めがある場合は

残価保証額）とする定額法によってい

る。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 81百万円

１年超 155百万円

合計 236百万円

１年内 175百万円

１年超 161百万円

合計 336百万円

１年内 170百万円

１年超 242百万円

合計 413百万円



（有価証券関係） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（重要な後発事象） 

  

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

中間貸借
対照表計
上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

中間貸借
対照表計
上額 
（百万円）

時価 
（百万円）

差額 
（百万円）

貸借対照
表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

子会社株式 5,195 11,052 5,856 5,124 5,125 0 5,195 10,759 5,563 

関連会社株式 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

合計 5,195 11,052 5,856 5,124 5,125 0 5,195 10,759 5,563 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

――――― ―――――   当社は、平成18年４月７日開催の取締役会

において、欧州を中心とする海外市場（但

し、アメリカ合衆国を除く。）において募集

を行う2011年満期円貨建転換社債型新株予約

権付社債の発行を決議し、同年４月24日に発

行した。その概要は次のとおりである。 

１  発行価額 

      本社債額面の100%（各本社債額面金額 

      5,000,000円） 

２  発行価格（募集価格） 

      本社債額面金額の102.5% 

３  発行価額の総額 

      150億円 

４  利率 

      本社債には利息は付さない。 

５  償還期限 

      2011年４月26日 

６  本新株予約権の目的となる株式の種類 

    及び数 

  (1) 種類 

      当社普通株式 

  (2) 数 

      本新株予約権の行使により当社が当社 

      普通株式を新たに発行又はこれに代え 

      て当社の有する当社普通株式を移転 

      （以下当社普通株式の発行又は移転 

      を、当社普通株式の「交付」とい 

      う。）する数は、行使請求に係る本社 

      債の発行価額の総額を下記８記載の転 

      換価額で除した数とする。 

７  本新株予約権の総数 

      3,000個 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    ８  本新株予約権の行使に際して払い込む 

    べき金額 

  (1) 本社債の発行価額と同額とする。 

  (2) 本新株予約権の行使に際して払込をな 

      すべき１株あたりの額（転換価額） 

      は、当初422円とする。 

  (3) 2008年５月30日（日本時間、以下「決 

      定日」という。）まで（当日を含 

      む。）の20連続取引日の当社普通株式 

      の終値の平均値の１円未満の端数を切 

      り上げた金額（以下「決定日株価」と 

      いう。）が、決定日に有効な転換価額 

      を１円以上下回る場合には、転換価額 

      は、2008年６月13日（日本時間、以下 

      「効力発生日」という。）以降、決定 

      日株価（但し、決定日の翌日から効力 

      発生日までに効力の発生する下記(4)の 

      調整を受ける。）に修正される。但 

      し、かかる算出の結果、下限転換価額 

      （以下に定義する。）未満となる場合 

      は、修正後転換価額は、下限転換価額 

      とする。 

      「下限転換価額」とは、決定日に有効 

      な転換価額の80％に相当する価額（但 

      し、決定日の翌日から効力発生日まで 

      に効力の発生する下記(4)の調整を受け 

      る。）の１円未満の端数を切り上げた 

      金額をいう。 

  (4) 転換価額は、本新株予約権付社債の発 

      行後、当社が当社普通株式の時価を下 

      回る発行価額又は処分価額で当社普通 

      株式を発行又は処分する場合には、次 

      の算式により調整される。なお、次の 

      算式において、「既発行株式数」は当 

      社の発行済普通株式総数（但し、普通 

      株式に係る自己株式数を除く。）をい 

      う。 

      また、転換価額は、当社普通株式の分 

      割・併合、当社普通株式の時価を下回 

      る価額をもって当社普通株式の交付を 

      請求できる新株予約権（新株予約権付 

      社債に付されたものを含む。）の発行 

      等が行われる場合その他一定の事由が 

      生じた場合にも適宜調整される。 

９  本新株予約権の行使期間 

      2006年５月８日から2011年４月11日に 

      おける新株予約権行使受付代理人の営 

      業終了時まで。但し、当社の選択によ 

      り本社債が2011年４月11日以前に償還 

      される場合は、当該償還期日の新株予 

      約権行使受付代理人の営業終了時ま 

      で、又は本新株予約権付社債の要項に 

      従い、本新株予約権の所持人の選択に 

      より、償還通知書が本社債の代理人に 

      預託された時まで。 

    既発
行 
株式
数 

＋

新発行・ 
処分株式
数 

×
１株あたりの 
発行・処分価

額 

調整
後 
転換
価額 

＝

調整
前 
転換
価額 

×

時価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    10  本新株予約権の行使の条件 

      各本新株予約権の一部行使はできない 

      ものとする。  

11  本新株予約権の行使により株券を発行す 

    る場合の当該株券の発行価格のうちの資 

    本組入額 

      転換価額（但し、上記８(3)又は(4)に 

      よって修正又は調整された場合は修正 

      又は調整後の転換価額）に0.5を乗じ 

      た金額とし、計算の結果１円未満の端 

      数を生じる場合はその端数を切り上げ 

      た額とする。 

12  代用払込に関する事項 

      商法第341条ノ３第１項第７号及び第 

      ８号により、本新株予約権を行使した 

      ときは本社債の全額の償還に代えて当 

      該本新株予約権の行使に際して払込を 

      なすべき額の全額の払込があったもの 

      とみなす。 

13  本新株予約権付社債の手取金の使途 

      借入金返済に充当する。 

14  本社債の担保 

      該当なし。 



(2）【その他】 

該当事項なし。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

(1） 臨時報告書 

  

  

  

  

  

平成18年４月７日 

関東財務局長に提出。 

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に基づく臨時報告書である。 

(2） 臨時報告書の訂正報告書 

  

  

  

平成18年４月10日 

関東財務局長に提出。 

      (1)の臨時報告書の訂正報告書である。 

(3） 臨時報告書の訂正報告書 

  

  

  

平成18年４月13日 

関東財務局長に提出。 

      (1)の臨時報告書の訂正報告書である。 

(4） 有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第62期） 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

平成18年６月29日 

関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項なし。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成17年12月15日

住友軽金属工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 笹井 和廣  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 原田 誠司  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友軽

金属工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、住友軽金属工業株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から

固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成している。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成18年12月18日

住友軽金属工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 笹井 和廣  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 鈴木 基之  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友軽

金属工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、住友軽金属工業株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

   追記情報 

    中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間よ

  り貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準が適用されることになるため、この会計基準により中間連結財務諸

  表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成17年12月15日

住友軽金属工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 笹井 和廣  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 原田 誠司  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友軽

金属工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第62期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、住友軽金属工業株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から固定資産

の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成18年12月18日

住友軽金属工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 笹井 和廣  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 鈴木 基之  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友軽

金属工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第63期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、住友軽金属工業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 
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